
郵送のみ受付 令和８年４月版 

世田谷区産婦健康診査・１か月児健康診査 

費用助成制度のご案内  ※窓口受付不可 

世田谷区では、産婦健康診査と１か月児健康診査を、受診票を使用することができない医療機関等で受

診した場合に各健診に要した費用の一部を助成します。 

  ※産婦健康診査は、令和 8年１０月１日以降に受診した方が助成の対象です。 

  ※産婦健康診査と１か月児健康診査は助成対象機関が異なります。詳しくは各健診の「助成対象者」欄

をご確認ください。 

 

  
・産婦健康診査の受診日に世田谷区に住民登録がある方で、以下の①と②全てに該当する方 

①令和 8年１０月１日以降に産婦健康診査を受診した方 

 ②産婦健康診査受診票を使用することができない医療機関や助産所で受診した方 

  （都外や国外の医療機関等も対象） 

 ※産婦健康診査は、原則、出産後２か月以内に受診してください。 
 

 
 

・出産した日から１年以内（お子さんが 1 歳の誕生日を迎える前日まで）【必着】  

※できる限り、受診分を一括してご申請ください。  

 
 

・産婦健康診査の受診票に記載されている診査項目  

・実際に受診した回数分の助成 

※２回を超えての助成はできません。 

 
・令和８年９月３０日以前に受診した産婦健康診査にかかる費用 

・受診票を使用せずに、都内の産婦健康診査委託医療機関や助産所で受診した費用 

・保険が適用された費用 
 

 
・１回あたり５, ０００円（令和８年度助成上限額） 

※上限額は受診する年度によって変更が生じる場合があります。 

※助成は最大２回までです。 

 

 

 

 

 

  
  

  

    （１）助成対象者   

１．産婦健康診査費用助成   

   
 

  

（３）助成の対象 

（４）助成対象外のもの

（５）助成上限額 
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・1か月児健康診査の受診日に世田谷区に住民登録がある乳児で、以下の①と②全てに該当する方 

①生後 28日から生後 41日に 1か月児健康診査を受診した乳児（出生日を 0日目とする） 

 ②1か月児健康診査受診票を使用することができない医療機関で受診した乳児 

  （都外や国外の医療機関も対象） 

 ※助産所は１か月児健康診査費用助成の対象外です。 

 ※費用助成の申請は、対象乳児の保護者が行ってください。 
 

 
 

・対象者が１歳の誕生日を迎える前日まで【必着】 
 

 
 

・１か月児健康診査の受診票に記載されている診査項目  
 

   
 

・受診票を使用せずに、都内の 1か月児健康診査委託医療機関で受診した場合  

・保険が適用された費用 

・自宅服用分のビタミンＫ2シロップ 
 

  
 

・６，０００円（令和８年度助成上限額） 

※上限額は受診する年度によって変更が生じる場合があります。 

 

 
・確定申告をする場合は、上記の費用助成金額を除いた金額で申告する必要があります。 

費用助成金を申請し、金額が確定した後に確定申告を行ってください。  

・助成金申請から支払いまでは、おおよそ２～３か月かかります。 

・やむを得ず費用助成を申請する前に確定申告をする場合は・・・ 

領収書の金額から費用助成金額（見込み額）を控除した上で申告し、費用助成の申請後、 

確定した助成金額が見込み額と異なる場合には税務署にて修正申告をしてください。 

  

  
  

  
  

  
  

  

（１）助成対象者  

  

（３）助成の対象  

  

 

  
  

  
  

  
  

  

 
 

 

 （２） 手続きに必要な書類  （書類に不備がないようご注意下さい） 
 

※国外の医療機関で受診した場合、申請者があらかじめ当該領収書のすべての記載内容を日本語に翻訳した資料を同封

の上、申請してください。助成金額は申請書を受け付けた時点の為替レートで換算します。  

 

 

（３） 郵送先・問い合わせ先  

   

〒154-0017  世田谷区世田谷４－24－１ 城山分庁舎 

世田谷保健所健康推進課  産婦健康診査・１か月児健康診査担当 

TEL 03-5432-2446  FAX 03-5432-3102 

 

※申請の受付方法は、郵送のみとなります。※窓口での受付はしていません。 

※助成金申請から支払いまでは、おおよそ２～３か月かかります。 

※審査結果については、決定通知書を送付します。 

※書類に不備がある場合は、電話にてご連絡させていただきます。不足書類を送付していただくなど、審査に時間

がかかった場合は、支払いが遅れる場合がありますので、ご了承ください。 

 
下記を切り取り、封筒に貼ってご使用ください。 

〒154-0017  世田谷区世田谷４－24－１ 城山分庁舎 

  世田谷保健所健康推進課  産婦健康診査・１か月児健康診査担当 行 

 

 

 産婦健康診査費用助成 １か月児健康診査費用助成 

申請書兼 

口座振替依頼書 
 

※様式は区ホームペー

ジからもダウンロー

ドできます。 

世田谷区産婦健康診査費用助成金申請書兼 

口座振替依頼書（紫色） 
・記入例（ご案内の最後のページ）をご参照ください。 

・鉛筆・修正液・消えるインクは使用しないでください。 

・訂正する場合は二重線でお願いします。 

世田谷区１か月児健康診査費用助成金申請書兼 

口座振替依頼書（水色） 
・記入例（ご案内の最後のページ）をご参照ください。  

・鉛筆・修正液・消えるインクは使用しないでください。 

・訂正する場合は二重線でお願いします。 

受診票 

世田谷区のホームページを参照ください。 

 

 

１か月児健康診査受診票 （表紙の案内が水色） 
・本人記入欄等、記載の有無は問いません。 

・受診票は１回３枚綴りですので、3枚綴りのままご提出

ください。 

母子健康手帳 

（親子健康手帳）の 

該当ページのコピー 

「1か月児健康診査」欄のコピー 
・縮小不可 

・該当ページは母子健康手帳の目次よりご確認ください。 

原
本
不
可
。
必
ず
コ
ピ
ー
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

医療機関発行の 

領収書のコピー 

 

※白黒片面印刷 

都外医療機関が発行した健診の費用が含まれる

領収書のコピー 
・返却しません。 

・宛名・受診日・金額・領収印が写るようにコピーして 

ください。（縮小不可） 

医療機関発行の 

診療費明細書の 

コピー 

上記領収書と一緒に発行された明細書の 

コピー 
・返却しません。 

 切り取り線 

。 
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・1か月児健康診査の受診日に世田谷区に住民登録がある乳児で、以下の①と②全てに該当する方 

①生後 28日から生後 41日に 1か月児健康診査を受診した乳児（出生日を 0日目とする） 

 ②1か月児健康診査受診票を使用することができない医療機関で受診した乳児 

  （都外や国外の医療機関も対象） 

 ※助産所は１か月児健康診査費用助成の対象外です。 

 ※費用助成の申請は、対象乳児の保護者が行ってください。 
 

 
 

・対象者が１歳の誕生日を迎える前日まで【必着】 
 

 
 

・１か月児健康診査の受診票に記載されている診査項目  
 

   
 

・受診票を使用せずに、都内の 1か月児健康診査委託医療機関で受診した場合  

・保険が適用された費用 

・自宅服用分のビタミンＫ2シロップ 
 

  
 

・６，０００円（令和８年度助成上限額） 

※上限額は受診する年度によって変更が生じる場合があります。 

 

 
・確定申告をする場合は、上記の費用助成金額を除いた金額で申告する必要があります。 

費用助成金を申請し、金額が確定した後に確定申告を行ってください。  

・助成金申請から支払いまでは、おおよそ２～３か月かかります。 

・やむを得ず費用助成を申請する前に確定申告をする場合は・・・ 

領収書の金額から費用助成金額（見込み額）を控除した上で申告し、費用助成の申請後、 

確定した助成金額が見込み額と異なる場合には税務署にて修正申告をしてください。 

  

  
  

  
  

  
  

  

（１）助成対象者  

  

（３）助成の対象  

  

 

  
  

  
  

  
  

  

 
 

 

 （２） 手続きに必要な書類  （書類に不備がないようご注意下さい） 
 

※国外の医療機関で受診した場合、申請者があらかじめ当該領収書のすべての記載内容を日本語に翻訳した資料を同封

の上、申請してください。助成金額は申請書を受け付けた時点の為替レートで換算します。  

 

 

（３） 郵送先・問い合わせ先  

   

〒154-0017  世田谷区世田谷４－24－１ 城山分庁舎 

世田谷保健所健康推進課  産婦健康診査・１か月児健康診査担当 

TEL 03-5432-2446  FAX 03-5432-3102 

 

※申請の受付方法は、郵送のみとなります。※窓口での受付はしていません。 

※助成金申請から支払いまでは、おおよそ２～３か月かかります。 

※審査結果については、決定通知書を送付します。 

※書類に不備がある場合は、電話にてご連絡させていただきます。不足書類を送付していただくなど、審査に時間

がかかった場合は、支払いが遅れる場合がありますので、ご了承ください。 

 
下記を切り取り、封筒に貼ってご使用ください。 

〒154-0017  世田谷区世田谷４－24－１ 城山分庁舎 

  世田谷保健所健康推進課  産婦健康診査・１か月児健康診査担当 行 

 

 

 産婦健康診査費用助成 １か月児健康診査費用助成 

申請書兼 

口座振替依頼書 
 

※様式は区ホームペー

ジからもダウンロー

ドできます。 

世田谷区産婦健康診査費用助成金申請書兼 

口座振替依頼書（紫色） 
・記入例（ご案内の最後のページ）をご参照ください。 

・鉛筆・修正液・消えるインクは使用しないでください。 

・訂正する場合は二重線でお願いします。 

世田谷区１か月児健康診査費用助成金申請書兼 

口座振替依頼書（水色） 
・記入例（ご案内の最後のページ）をご参照ください。  

・鉛筆・修正液・消えるインクは使用しないでください。 

・訂正する場合は二重線でお願いします。 

受診票 

世田谷区のホームページを参照ください。 

 

 

１か月児健康診査受診票 （表紙の案内が水色） 
・本人記入欄等、記載の有無は問いません。 

・受診票は１回３枚綴りですので、3枚綴りのままご提出

ください。 

母子健康手帳 

（親子健康手帳）の 

該当ページのコピー 

「1か月児健康診査」欄のコピー 
・縮小不可 

・該当ページは母子健康手帳の目次よりご確認ください。 

原
本
不
可
。
必
ず
コ
ピ
ー
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

医療機関発行の 

領収書のコピー 

 

※白黒片面印刷 

都外医療機関が発行した健診の費用が含まれる

領収書のコピー 
・返却しません。 

・宛名・受診日・金額・領収印が写るようにコピーして 

ください。（縮小不可） 

医療機関発行の 

診療費明細書の 

コピー 

上記領収書と一緒に発行された明細書の 

コピー 
・返却しません。 

 切り取り線 

。 
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令和8年9月30日以前に受診する場合、
受診票の提出は不要です。
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第
１
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）

　
申
請
日

年
月
9
日

※
産
婦
名
を
記
入

　
〒
１
５
４
－
０
０
１
７

※
転
出
さ
れ
た
方
は
世
田
谷
区
で
の
住
所
を
記
入

世
田
谷
区
世
田
谷
４
－
２
４
－
１

　
〒

※
原
則
上
記
住
所
に
送
付
。
長
期
間
不
在
に
す
る
な
ど
、
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
の
み
記
入

　
( 
　
　
　
　
　
　
　
　
様
方
）

―
―

自
宅
　
・
　
携
帯

 ・
 里
帰
り
先

年
4
月
1
日

年
月
8
日

セ
タ
ガ
ヤ
　
ハ
ナ
コ

世
田
谷
　
花
子

口
座
名
義
を
旧
姓
使
用
し
て
い
る
場
合
は
チ
ェ
ッ
ク
☑
し
て
く
だ
さ
い
→

請
求
に
必
要
な
書
類

世
田
谷
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
請
求
に
必
要
な
書
類
を
ご
確
認
の
上
、
ご
申
請
く
だ
さ
い
。

【
区
処
理
欄
】

住
定
日
　

年
　
　
月
　
　
　
日
～
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

世
田
谷
区
産
婦
健
康
診
査
費
用
助
成
金
申
請
書
兼
口
座
振
替
依
頼
書

世
田
谷
区
長
　
　
あ
て

決
定
通
知
書

送
付
先
住
所

　
〒

　
世
田
谷
区
産
婦
健
康
診
査
費
用
助
成
金
（
以
下
「
助
成
金
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
関
係
書
類
を
添
え
て
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

な
お
、
申
請
に
あ
た
り
、
区
が
住
民
基
本
台
帳
を
閲
覧
す
る
こ
と
及
び
審
査
に
必
要
な
内
容
を
医
療
機
関
等
へ
確
認
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。

生
年
月
日

※
世
田
谷
区
よ
り
転
出
し
て

い
る
場
合
の
み
記
入

1
2

令
和
８

平
成
４
　
年
１
０
月
１
０
日

現
住
所

転
出
先

フ
リ
ガ
ナ

申
請
者

（
訂
正
不
可
）

　
世
田
谷
　
花
子

　
セ
タ
ガ
ヤ
　
ハ
ナ
コ

ｺ
ｰ
ﾄﾞ

銀
行

 ・
 信
用
金
庫

 ・
 信
用
組
合

・
 労
働
金
庫

 ・
 農
協

5
6

7

※
い
ず
れ
か
に
〇
を

※
日
中
連
絡
が
と
れ
る
番
号
を
記
入

令
和
８

令
和
８

1
1

０
９
０

出
産
年
月
日

預
 金

 種
 別

　
審
査
の
結
果
、
助
成
金
の
支
給
を
決
定
し
た
場
合
は
、
私
が
指
定
す
る
下
記
の
口
座
に
振
り
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
口
座
名
義
人
が
私
以
外
の
場
合
は
、
助
成
金
を
受
領
す
る
権
限
を
口
座
名
義
人
に
委
任
し
ま
す
。

普
　
通

等
々
力

口
座
名
義
人

1
2

3
4

口
座

番
号

本
店

 ・
 支
店

 ・
 出
張
所

申
請
者
と
口
座
名
義
人
が
異
な
る
場
合
、
口
座
名
義
人
の
住
所

電
話
番
号

母
子
健
康
手
帳

交
付
日

金
融
機
関

名
及
び
支

店
名

フ
リ
ガ
ナ
　
※
必
ず
記
入

ｺ
ｰ
ﾄﾞ

1
2

3
4

1世
田
谷

2
3

　
申
請
者
と
同
住
所
　
・
　
別
住
所
［
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］

支
給
決
定
額

円

確
認

１
回

１
回

産
婦
健
診
受
診
票
受
理
・
申
請
枚
数

受
診
枚
数

助
成
内
容

２
回

２
回

申
請
者
は
産
婦
の
方
に
な
り

ま
す
。
※
訂
正
は
不
可

鉛
筆
、
消
え
る
ボ
ー
ル
ペ
ン
、
修
正
テ
ー
プ
、
修
正
液
は
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

記
入
例

申
請
か
ら
支
払
い
ま
で
2
～
3
か
月
か
か
り
ま
す
。

里
帰
り
出
産
な
ど
、
長
期
間
、
現
住
所
・転
出
先
で
、
通
知
を
受
け
取
れ
な
い
場
合
の
み
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

ご
実
家
等
で
名
字
が
異
な
る
場
合
は
「○
○
様
方
」と
滞
在
先
の
名
字
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

日
中
、
連
絡
が
と
れ
る
電
話
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

母
子
健
康
手
帳
の
表
紙
に
記
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

区
の
記
入
欄
で
す

第
１

号
様

式
（
第

５
条

関
係

）

年
月

9
日

セ
タ
ガ
ヤ
　
ハ
ナ
コ

世
田

谷
　
花

子

〒
※

転
出

さ
れ

た
方

は
世

田
谷

区
で

の
住

所
を

記
入

〒 〒
※

原
則

上
記

住
所

に
送

付
。

長
期

間
不

在
に

す
る

な
ど

、
特

別
な

事
情

が
あ

る
場

合
の

み
記

入

　
( 

　
　

　
　

　
　

　
　

様
方

）

―
―

セ
タ
ガ
ヤ
　
タ
ロ
ウ

世
田

谷
　
太

郎

・
申

請
者

の
現

住
所

と
同

じ

〒

世
田

谷
区

※
申

請
者

の
現

住
所

と
異

な
る

場
合

の
み

記
入

セ
タ
ガ
ヤ
　
ハ
ナ
コ

世
田

谷
　
花

子
口

座
名

義
を

旧
姓

使
用

し
て

い
る

場
合

は
チ

ェ
ッ

ク
☑

し
て

く
だ

さ
い

→

請
求

に
必

要
な

書
類

（
添

付
を

確
認

し
た

ら
□

に
✔

し
て

く
だ

さ
い

。
）

　
１

か
月

児
健

康
診

査

　
※

受
診

票
を

使
用

せ
ず

に
受

診
し

た
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
、

必
ず

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
　

※
本

人
記

入
欄

に
記

載
し

て
あ

っ
て

も
構

い
ま

せ
ん

。
３

枚
綴

り
の

ま
ま

ご
提

出
く

だ
さ

い
。

※
そ

の
他

書
類

審
査

の
結

果
、

区
長

が
必

要
と

認
め

る
書

類
の

提
出

を
お

願
い

す
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

【
区

処
理

欄
】

住
定

日
　

年
　

　
月

　
　

　
日

～
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

母
子

健
康

手
帳

（
親

子
健

康
手

帳
）
の

「
１

か
月

児
健

康
診

査
」
欄

の
コ

ピ
ー

医
療

機
関

発
行

の
領

収
書

の
コ

ピ
ー

（
原

本
不

可
、

返
却

し
ま

せ
ん

）

医
療

機
関

発
行

の
診

療
費

明
細

書
の

コ
ピ

ー
（
原

本
不

可
、

返
却

し
ま

せ
ん

）

受
診

票

申
請

日

世
田

谷
区

１
か

月
児

健
康

診
査

費
用

助
成

金
申

請
書

兼
口

座
振

替
依

頼
書

世
田

谷
区

長
　

　
あ

て

　
世

田
谷

区
１

か
月

児
健

康
診

査
費

用
助

成
金

（
以

下
「
助

成
金

」
と

い
う

。
）
に

つ
い

て
、

関
係

書
類

を
添

え
て

下
記

の
と

お
り

申
請

し
ま

す
。

な
お

、
申

請
に

あ
た

り
、

区
が

住
民

基
本

台
帳

を
閲

覧
す

る
こ

と
及

び
審

査
に

必
要

な
内

容
を

医
療

機
関

へ
確

認
す

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

令
和

8
1
2

※
世

田
谷

区
よ

り
転

出
し

て
い

る
場

合
の

み
記

入

決
定

通
知

書
送

付
先

住
所

電
話

番
号

健
診

を
受

け
た

者
と

の
関

係

世
田

谷
区

　
世

田
谷

４
－

２
4
－

1

０
３

母

生
年

月
日

　
平

成
４

　
年

１
０

月
１
０

日
申

請
者

（
訂

正
不

可
）

現
住

所

1
1

1
1

申 　 請 　 者

フ
リ

ガ
ナ

転
出

先

金
融

機
関

名
及

び
支

店
名

預
 金

 種
 別

普
　

通

銀
行

・
信

用
金

庫
・
信

用
組

合
・

労
働

金
庫

・
農

協
本

店
 ・

 支
店

 ・
 出

張
所

等
々

力
世

田
谷

生
年

月
日

4
5

6
2

2
2

7
ｺ
ｰ

ﾄﾞ

申
請

者
と

口
座

名
義

人
が

異
な

る
場

合
、

口
座

名
義

人
の

住
所

　
申

請
者

と
同

住
所

　
・
　

別
住

所
［
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
］

フ
リ
ガ

ナ

健
診

を
受

け
た

者
の

氏
名

助 成 対 象 者

支
給

決
定

額

ｺ
ｰ

ﾄﾞ

フ
リ

ガ
ナ

　
※

必
ず

記
入

口
座

名
義

人

　
審

査
の

結
果

、
助

成
金

の
支

給
を

決
定

し
た

場
合

は
、

私
が

指
定

す
る

下
記

の
口

座
に

振
り

込
ん

で
く

だ
さ

い
。

　
口

座
名

義
人

が
私

以
外

の
場

合
は

、
助

成
金

を
受

領
す

る
権

限
を

口
座

名
義

人
に

委
任

し
ま

す
。

2
3

　
  

  
 令

和
８

 年
　
1
1

　
月

　
８

日

健
診

を
受

け
た

者
の

住
所

口
座

番
号

1

円

１
５
４
－

０
０
１
７

申
請
者
は
お
子

さ
ん
の
保

護
者

に
な
り
ま
す
。

※
訂

正
は
不

可

申
請

か
ら
支

払
い
ま
で
2
～

3
か
月

か
か
り
ま
す
。

長
期

間
、
現

住
所

・転
出

先
で
、
通

知
を
受

け
取

れ
な
い
場

合
の
み
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

ご
実

家
等

で
名

字
が
異

な
る
場

合
は
「○

○
様

方
」と

滞
在

先
の
名

字
も
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

日
中

、
連

絡
が
と
れ
る
電

話
番

号
を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

健
診

を
受

け
た
お
子

さ
ん
の
氏

名
お
子

さ
ん
か
ら
み
た
関

係

を
記

入
く
だ
さ
い
。

記
入

例
鉛

筆
、
消

え
る
ボ
ー
ル
ペ
ン
、
修

正
テ
ー
プ
、
修

正
液

は
使

用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

申
請

者
の
住

所
と
健

診
を
受

け
た
お
子

さ
ん
の
住

所
が
異

な
る

場
合

は
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

区
の
記

入
欄

で
す


